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【資料第３号】 

 

伴走型相談支援及び出産・子育て支援応援給付金の一体的実施事業の実施について 

 

１ 概要 

国の出産・子育て応援交付金の創設に伴い、区として本事業を活用し、妊娠期から出産・

子育てまでの伴走型相談支援の充実と経済的支援を一体として、以下の事業を実施する。 

 

２ 事業内容 

(1) 伴走型相談支援 

既存の妊娠届出時のネウボラ面接と新生児訪問・乳幼児全戸訪問のほか、新たに妊娠８

か月頃の面談を追加（妊娠８か月頃は、アンケートを併せて実施） 

(2) 出産・子育て応援ギフト 

妊娠届出時の面談実施後に５万円相当、出生届出から乳幼児全戸訪問までの面談実施後

に５万円相当のギフトを支給 

 

３ 対象者 

令和４年４月１日以降に妊娠を届け出た妊婦及び出生した児童の養育者 

   

４ 今後のスケジュール 

令和５年３月 区ホームページ等による周知開始 

       妊娠届出者への事業案内の周知開始 

出産・子育て応援ギフト遡及対象者へ案内送付（妊産婦アンケートを同封） 

令和５年４月 出産・子育て応援ギフト申請書受付及びギフト発送開始 

遡及分以降  毎月妊娠８か月頃の妊婦を対象にアンケートを送付 

 ※遡及対象者・・・既に妊娠を届け出た妊婦及び出生した児童の養育者 

 

５ その他 

(1) 出産・子育て応援ギフトについて、都が広域連携事業として実施する予定であり、区は

これに参加する。 

(2) 都が独自に令和３、４年度で実施している「東京都出産応援事業」（出産時に 10 万円分

のクーポン券を支給する区への委託事業）は令和５年度も継続予定。 
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